
 KDS 国大協サービス 
 

ᶮ Ẏἶ Ḹ 
20 1 9 (令和元)年6 月号            http s://www.janu - s.ｃo.jp/  

 
 

区大京 
 
  

５段階警戒レベルによる防災情報 
 
 

「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府（防災担当））が2019 （平成３

１）年３月に改訂され、５段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されること

になりました。これを受け、気象庁では５月２９日より同庁が発信する防災気象情

報等の警戒レベルを付記して提供するようになりました。 

本号では5 段階警戒レベルによる防災情報の提供と台風・豪雨災害等に対する防災

の取組と、保険の適用について紹介します。 

 

 
１．避難勧告等に関するガイドラインの改定 
 

2019 （平成31 ）年3 月に内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、防災情

報が5 段階の警戒レベルにより提供されることになりました。平成30 年7 月豪雨時には各種防災情

報が提供されましたが、多様でわかりにくいため住民の避難行動につながらなかったという反省が

ありました。この反省を踏まえ、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って自らの判断で避難

行動をとれるよう、情報の意味を直感的に理解できる5 段階の警戒レベルで防災情報を提供するよ

う改定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

避難勧告等に関するガイドラインの改定（平成31 年3 月29 日） 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html  

 

 
  

Ʉɶɜ 

避難勧告等に関するガイドラインの改定～警戒レベ
ルの運用等について～（内閣府 HP） 
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/pdf/

guideline_kaitei.pdf  

 

https://www.janu-s/
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/pdf/guideline_kaitei.pdf
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/pdf/guideline_kaitei.pdf
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２．防災気象情報の５段階の警戒レベル 

 

気象庁が発表する各種警報等の防災気象情報と5 段階警戒レベルの対応は以下のとおりです。 

 

情報 とるべき行動 警戒レベル 

・大雨特別警報 

・氾濫発生情報 

災害がすでに発生していることを示す警戒レベル５に相

当します。何らかの災害がすでに発生している可能性

が極めて高い状況となっています。命を守るための最

善の行動をとってください。 

警戒レベル５

相当 

・土砂災害警戒情報 

・高潮特別警報高潮警報 

・氾濫危険情報 

・危険度分布 

 

地元の自治体が避難勧告を発令する目安となる情報で

す。避難が必要とされる警戒レベル４に相当します。災

害が想定されている区域等では、自治体からの避難勧

告の発令に留意するとともに、避難勧告が発令されて

いなくても危険度分布や河川の水位情報等を用いて自

ら避難の判断をしてください。 

警戒レベル４

相当 

・大雨警報 

・洪水警報 

・高潮注意報（警報に切

り替える可能性が高い旨

に言及されているもの） 

・氾濫警戒情報 

・ 危 険 度 分 布 （ 警 戒 、

赤） 

地元の自治体が避難準備・高齢者等避難開始を発令する

目安となる情報です。高齢者等の避難が必要とされる警

戒レベル３に相当します。災害が想定されている区域等

では、自治体からの避難準備・高齢者等避難開始の発

令に留意するとともに、危険度分布や河川の水位情報

等を用いて高齢者等の方は自ら避難の判断をしてくだ

さい。 

警戒レベル３

相当 

・氾濫注意情報 

・ 危 険 度 分 布 （ 注 意 、

黄） 

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当しま

す。ハザードマップ等により、災害が想定されている

区域や避難先、避難経路を確認してください。 

警戒レベル２

相当 

・大雨注意報 

・洪水注意報 

・高潮注意報（警報に切

り替える可能性に言及さ

れていないもの） 

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２です。ハザ

ードマップ等により、災害が想定されている区域や避

難先、避難経路を確認してください。 

警戒レベル２ 

・早期注意情報（警報級

の可能性） 

注：大雨に関して、明日

までの期間に[高]又は[中]

が予想されている場合 

災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベ

ル１です。最新の防災気象情報等に留意するなど、災

害への心構えを高めてください。 

警戒レベル１ 

 

 
  

気象庁 HP より弊社作成 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html  

 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/flood.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/flood.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/flood.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/flood.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/prob_warning.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/prob_warning.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html
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３．タイムライン 

 
タイムラインとは災害の発生を前提に、災害時に発生する状況を予め想定したうえで、「いつ」、

「誰が」、「何をするか」を時系列順に整理した防災行動計画のことを言います。 

重要なのは、何に基づいて、行動に移すのかを決めておくことです。通常は、各種の防災情報が

基準として使用されます。今回の警戒レベルの 5 段階化より、警戒レベルによって住民がとるべ

き行動が示されていますので、警報等が発令されたら、その警戒レベルに従って行動をとることが

できるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月豪雨の際には、自治体からの避難勧告が出されているにもかかわらず、大学の

休講判断が遅れたことで、学生や教員に混乱を招いたことが大きく報道されました。暴風警報や特

別警報を休講基準にしていて、避難勧告は含まれていなかったからと言われています。 

また、当時は大規模地震や台風を想定したタイムラインや防災マニュアル等を用意しており、広

域豪雨災害は想定していなかったことが対応の遅れの原因になったとも言われています。 

今回の警戒レベルの変更に合わせて、タイムラインや防災マニュアルの見直しをおすすめします。 

 

  

国土交通省 HP より 

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/timeline/  

 

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/timeline/
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４．ハザードマップ 
 

自然災害による被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地

図であるハザードマップが自治体により作成・公表されています。国土交通省のハザードマップポ

ータルサイトでは、それぞれのハザードマップを重ね合わせて、地域の想定被災状況を確認するこ

とも可能です。 

 

平成 30 年 7 月豪雨で一円が冠水した倉敷市真備町は、洪水ハザードマップと浸水域が重なり

合っており、想定内の被害でしたが、ハザードマップを見たことが無い住民もいたため大きな被害

が発生したと言われています。大学周辺や居住地のハザードマップを確認するよう教職員や学生に

周知することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 国土交通省 ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/  

 

また、最近公表された東京都江戸川区の江戸川区水害ハザードマップでの想定最大規模では、区

内全域が浸水地域となるため、豪雨災害時の区内での避難ではなく、区外への避難を呼びかけてい

ます。ハザードマップの内容を冷静に受け止め、場合によっては大学敷地外への避難も想定してお

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考 

 江戸川区水害ハザードマップ 

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/kojo/kanrenmap/n_haz

ardmap.html   

 

https://disaportal.gsi.go.jp/
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/kojo/kanrenmap/n_hazardmap.html
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/kojo/kanrenmap/n_hazardmap.html
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５．災害時の外国人対応と「やさしい日本語」 
 

 各大学では留学生を多く受け入れ、外国籍の教職員も増えているかと思います。日本語に精通し

ている方もいますが、災害時に使用される避難勧告等の特殊な言葉には不案内な場合があり、自治

体や大学が発信する災害に関する情報を受信しても、自分が何をしていいのかすぐには理解できな

い人が多くいます。一方で、全ての情報を外国語に翻訳して発信するのは、人的リソースの面でも

難しいですし、機械翻訳では誤訳を防ぎきれません。 

 

 そのような場合に有効なのが「やさしい日本語」です。 

 「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも簡単で、外国人もわかりやすい日本語のことです。

阪神・淡路大震災では多くの外国人も被災しましたが、必要な情報を受け取ることができなかった

と言われており、その反省から提案されたもので、災害時に確実に外国人被災者に災害情報を伝え

ることができると言われ、普及が進んでいます。 

 

＜やさしい日本語の例＞ 
 

避難所 → 逃
に

げる ところ 

 

避難してください →  逃
に

げて ください 
 

土砂崩れ → 山
やま

から 落
お

ちてくる 石
いし

や 砂
すな

 
 

 

弘前大学社会言語学研究室の HP には、多くの「やさしい日本語」によるツールが提供されてい

ます。 

特にこの夏に発生することが予想される、大雨・洪水・土砂災害・熱中症の時に必要になる「や

さしい日本語」表現をまとめた「大雨・洪水・土砂災害・熱中症「やさしい日本語」クイックレフ

ァレンス」が公開されていますので、活用をおすすめします。 

 

弘前大学人文社会学部社会言語学研究室 
http://human.cc.hirosaki - u.ac.jp/kokugo/  

 

 

＜高い建物への避難を誘導するポスターの例：同研究室 HP から＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/
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６．台風、集中豪雨による災害と保険 
 
（１）財産損害に対する保険適用 
 

台風、集中豪雨による被害では、風による被害と雨による被害が発生しますが、損害保険では、

風災を補償する保険と水災を補償する保険は別です。国大協保険では、風災は、メニュー１財産

保険（基本補償）で補償され、水災はメニュー１オールリスク特約で補償されます。ただし、オ

ールリスク特約に加入していても、桟橋、護岸、その他の土木構造物の水災による被害は免責と

なり補償されません。また、同時に起こることが多い落雷による被害は、多くの場合は財産保険

（基本補償）で補償されます。 
 

財産保険（基本補償）は必須加入となっていますが、オールリスク特約はオプション加入です。

加入していない大学では、台風、集中豪雨による被害でも、水災に該当する損害は補償されませ

ん。オールリスク特約に未加入の大学では、加入を検討することをお奨めします。 

 

自動車やヨット、モーターボートが被害にあった場合には、一般の自動車保険（車両保険）や

国大協保険メニュー４ヨット・モーターボート総合保険（船体条項）が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）賠償事故と保険 
 

台風、集中豪雨のため、木が倒れたり雨水や土砂が流出し、隣接する家屋や施設に損害を与え

てしまった場合、一般的には不可抗力として賠償責任が発生しないと考えられます。しかし、危

険が予見されるのに対策を講じていなかったり、防止措置を適切にとらなかった、などの過失が

ある場合には賠償責任が問われることも考えられ、その場合には国大協保険メニュー１総合賠償

責任保険により対応することになります。その判断は、風速何メートル以上であれば賠償責任、

雨量何ミリ以上であれば賠償責任、というように数字では決められないため、個別に状況を判断

することになります。 
     
     

  

 

β
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7 ．現地調査・ボランティア派遣と保険 
 
  災害が治まってから、研究調査やボランティアによる復旧支援のため、教職員や学生を

派遣する場合があります。その際の保険の適用について、次のように整理されます。なお、
地震、津波、噴火に関する現地調査・ボランティア派遣については、本誌２０１８（平成
３０）年７月号をご参照ください。 

 
 2018 30 7  ─ ≤  

http://www.janu - s.co.jp/mail_magazine_html_data/180730.html  
 

（１）学生の調査、ボランティア活動中のケガと保険 
 

正課・学校行事として被災地で調査、ボランティア活動に従事する場合や大学の承認を受

けた学内学生団体がボランティア活動を行う場合には、学研災及び学研災付帯賠償責任保険

（「付帯賠責」）の補償対象となります。上記以外の場合には、学研災付帯学生生活総合保

険（「付帯学総」）、学生総合共済、大学生協賠償責任保険、ボランティア活動保険（ボラ

ンティア活動のみ）等で対応することになります。 

なお、ボランティア活動保険は、学校行事や単位取得に係るボランティア活動は補償対象

外となりますのでご注意ください。 

 

（２）被災地に派遣した教職員のケガと保険 
 

災害被害調査等で教職員を被災地に派遣した場合、出張中の被災については私的行為中を

除き、基本的には政府労災で認定されると考えます。 

政府労災で認定された死亡・後遺障害について、各大学で法定外補償規程による上乗せ補

償を行っていますが、この補償金に対して国大協保険メニュー１労災総合保険特約より保険

金が支払われます。 
 

（３）移動中のケガと保険 
 

 学生のケガの補償については、学研災通学中等傷害危険担保特約（「通学特約」）に加入

していれば、大学の正課、学校行事又は課外活動（クラブ活動）に参加するため、合理的な

経路と方法での住居と学校施設等の往復や学校施設等の相互間の移動中の事故は、同特約の

補償対象となります。大学等に一旦集合し被災地に向かう場合は、集合場所からの移動は学

研災の補償対象となります。 

 教職員のケガの補償については、（２）と同様となります。 

 

（４）現地での感染・疾病 
 

 研究調査やボランティア活動中に感染症等に罹患する可能性があります。教職員の場合は、

労災の対象となる可能性がありますが、学生の場合、学研災では疾病については補償されま

せん。ただし、ケガが起因の破傷風等は補償されます。 

なお、付帯学総に加入していれば病気の治療費が補償され、ボランティア活動保険では熱

中症、特定感染症による死亡・後遺障害・入院・通院費用等に保険金が支払われます。 

 

（５）調査機器の事故と保険 
 

    演習林等を含む大学構内で、大学が所有・使用する調査機器については、国大協保険メニ

ュー１財産保険（基本補償）・オールリスク特約の補償が適用されますが、大学施設外で使

用する場合は補償が適用されません。 
 

 
 
        

      
   

 
 

 2
 

 
 

2019. 5  Ẏἶ  News PickUp 

＜Web 上のニュースから検索＞ 

  

http://www.janu-s.co.jp/mail_magazine_html_data/180730.html
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ͬǲǫǋǭ 
本誌は、各国立大学・大学共同利用機関の国大協保険ご担当
者、国大協連絡登録先、ご登録いただいた方にメールで配信さ
せていただいております。（無料） 配信登録、解除は弊社ホー
ムページからお願いします。⇒  

Ḹ ͑ǵǑ ǋ 
各大学等でのリスクマネジメントに関する取組み、事故・事件
への対応のご経験、ご感想、ご要望等をお寄せください。 

⇒ info@janu- s.co.jp  
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